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 12 月議会は 5日開会し、国保税を引き上げる条例の改定などを原案通り可決。

6人の議員が 5日、6日に一般質問を行いました。最終日（13日）には濱野議員、

金澤議員らにより建部議長不信任決議案、西澤議員辞職勧告決議案など 3 件が急

きょ提出され、6議員の賛成で可決。同決議には法的拘束力はありません。 

 12 月の一部内容と国保税の引き上げに対する党議員の反対討論を紹介します。 

国保税の引き上げ額等（年額・町提出資料より） 
区分 所得割 資産割 均等割（人数割） 平等割 

現行 10.6％ 34.2％ 35,000円 33,000円 

改定後 12.6％ 34.2％ 42,000円 33,000円 

値上げ幅 2.0％ 変更ナシ 7,000円 変更ナシ 

※上記の所得割、資産割、均等割、平等割の区分は医療分、支援分、介護

分の合計です。 

※今回の値上げによって町全体で約2,600万円の増収見込み。 

※加入世帯の70.5％が所得103万円以下。 

 

 

 

 

【丸山光雄議員の反対討論】 

私は、次のような理由で、国民健康

保険税の引き上げに反対する討論を

行います。 

12 月に支給される年金額の通知が

一斉にとどきました。年金法の改悪で、

今後も引き下げが続き、不満の声をい

っぱい聞いています。食料品をはじめ、

生活物資は軒並み高くなっています。

安倍内閣は、景気は回復しつつある、

といいますが、私たち庶民の実感とは

合いません。 

甲良町では、今年 4月、介護保険料

が大幅に引き上がり、不安の声が多く

寄せられるようになりました。 

その上、今回、国民健康保険税が

これだけ大幅に値上げされれば、苦し

い家庭は、さらに追いつめられること

になります。説明にあった 103万円以

下の世帯が、加入者全体の 70.5％に

のぼる甲良

町の実態、

法定減免を

受けた後で

も、一人世

帯で2808円、

6 人世帯の

場合は 1 万

1800 円も引

き上がるこ

とは、くら

しをさらに苦しいものにさせてしま

うのではないでしょうか。 

町民の理解を得る上でも、今回の値

上げは見送るべきだと思います。 

【西澤、丸山光雄議員のみの反対で可決】 

紫雲苑 全面改修ではなく、

部分改修に 

湖東定住自立圏の形成協定の一部

を変更。火葬場の運営に今回、愛荘町

が加入。約 12 億円（担当課答弁）の

改築費用を 1市 4町で分担。その分担

割合が、住民一人当たり「彦根市＝１」

に対し、「甲良町＝２」となり不公平

であること、全面改築の根拠が不明朗

で、部分改築とすべきなどの理由で党

議員は反対しました。 
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